
第１章 本研究の概要 

 
１．１ 本研究の目的と経緯 

 
本研究の目的は、過去に大学の教員が大学における研究（企業との共同研究も含む）に基

づいて発明を行い、発明者として特許出願、登録されたもので、現在までに実際の商品に使

われ、あるいは事業に活用された事例を調査し、それを分析することによって、今後の大学知

的財産本部やＴＬＯ活動に参考になりそうな要因を探ることにある。 

 

「はじめに」にも述べたように、基本的に事業を行わない、製品を作らない大学が特許を出

願する場合に、どのような戦略、特許出願手法をとるべきであるのか、企業とはどのように異な

る戦略、手法をとるべきであるのか、またとれるのかという問題の解、ヒントを求めることにある。

これは技術分野によっても、また特許が使われる業界によっても異なると思われるが、今回は

最初の調査であるので、技術分野や業界を区別することなく先ずは一般的な調査を行った。 

 

調査の方法としては、過去に大学の教員が大学における研究（企業との共同研究も含む）

に基づいて発明を行い、発明者として特許出願、登録されたもので、現在までに実際の商品

に使われ、あるいは事業に活用された事例の中で今後の大学知的財産活動の参考になると

考えられる事例を、特許登録資料、文献、アンケート、インタビュー等によって調査した。本研

究の具体的なワークフローは次節に記載する。 

 

１．２ 本研究のワークフロー 

 

 平成１６年４月に「大学発特許とその実用化の事例研究」が文部科学省の「平成１６年度文 

部科学省２１世紀型産学官連携手法の構築に係るモデルプログラム事業」に採択され、文献、

新聞記事等を基に予備調査を行った。その結果から調査内容を決定し、８月に 195 校を対象

に第一次調査を実施した結果、４３大学より１４７事例が寄せられた。第一次調査の内容を分

析するとともに、第二次調査内容を検討するために９月から１２月にかけて６つの大学を訪問し、

発明者のインタビューを行い、その後１月から２月にかけて 2４事例に対し第二次の調査を行

った。 

以下が本研究のワークフローである。 
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「大学発特許とその実用化の事例研究」のワークフロー 

文部科学省より、モデルプログラム事業 

 

「大学発特許とその実用化の事例研究」を受託 

第一次調査の実施（事例推薦の依頼） 

    対象校：国公立大学及びＴＬＯ機能を備える私立大学 

              （全１９５大学） 

２００４年 ８月～

調査票の回収 

   事例推薦件数：４３大学より１４７事例有 

２００４年４月１日

第二次調査実施に先だっての訪問・インタビューの実施 

    訪問先：東京大学、東京農工大学、大阪大学、 

          徳島大学、愛媛大学、慶應大学 

第二次調査の実施（１４７推薦事例に対し実用化成功要因

のアンケート及び２４事例に対し事例紹介の起稿依頼） 

２００４年 ８月～

推薦事例の内容確認、第一次調査結果のまとめ ２００４年 ９月～
第二次調査の内容及び紹介事例の選択検討 

２００５年 １月～

２００４年 １２月～ 

第二次調査票（アンケート）の回収、内容の取り纏め、

特許抄録、新聞記事の手配、新聞記事の著作権処理

（図） 

２００５年 ２月～

アンケート内容の解析・評価・考察、報告書の作成 ２００５年 ３月 
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１．３ 本研究成果のまとめ 

 
【第一次調査】 
第一次調査として平成 16 年 8 月に各大学
に対して事例の推薦を依頼した。対象とした

大学は１９５校、その内訳は国立大学８７

校、公立大学７７校、私立大学３１校である。

このうち２２％の４３大学から１４７事例

の推薦があった。依頼校に対し、実際に推薦

があった大学の割合を国公私立別にみると、

国立が３５％、公立が４％、私立が３２％で

あった。 
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くなっている。 
更には、推薦事

許を付記してもらっ

たところ、既に登録になっ

た案件もあれば最近特許公

開された案件もあり、発明

の特許出願時期から判断す

る限り、時代的な傾向を読

み取ることが出来なかっ

た。 
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【第二次調査】 

して、上記第一次調査の結果を踏まえ、幾つかの大学を訪問し発明者

に

ンタビューした結果を踏まえ、第二次調査を行った。これは、上記各大学から推薦

が

次のステップと

対してインタビューした。その目的は、各事例についての詳細情報を得るためのアン

ケート内容の方向性の確認、ならびに２０～２５件を目標として事例を具体的に紹介す

るに際し、その内容の方向性を確認するためである。 
 
イ

あった各事例を単位として、以下の各項目について選択肢の中から選択する形式での

アンケートとした。 
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①実用化に際しての状況 
 係 

た人物・組織 
②

込み・技術移転・実用化 
③  

 

込み・実用化関連 
  

事例紹介にあたっては、発明者などにその事例を具体的に紹介する形式を統一し、

また

の紹介 
提言 

おける関心事、提言 

き事項（教訓、メッセージ） 

最 的には、２４事例を紹介することになったが、技術分野が出来る限り偏らず、ま

た

先例を振り返ることで今後の参考にすべく、⑤大学発特許あるいはその実用化に際し

て

産学連携関連における教訓、メッセージ」を通じては、産学連携を推進する当事者

同

 

 財戦略関連における教訓、メッセージを通じては、研究成果を論文などで発表する

 ・実用化した企業との関

・実用化に向けて特に貢献し

実用化に至った主な要因 
・研究の内容 
・特許出願 
・特許の売り

研究環境、知的財産環境の変化について

 ・研究関連 
  ・特許関連 

・特許の売り

、下記事項に則して事例を紹介した。 
①研究およびその実用化についての概要

②研究における知的財産（特許）面での関心事・

③知的財産支援体制（発明の取り扱い、手続きなど）に

④研究の実用化において知的財産が果たした役割 
⑤大学発特許あるいはその実用化に際して留意すべ

 
終

各新聞社から利用許諾を得た上で、事例の新聞紹介記事を掲載することで事例の補足

説明資料とした。なお、この事例紹介にあたっては、各大学から推薦いただいた事例の

中から選択しているが、数件については独自の調査から抽出した事例が含まれている。 
 

留意すべき事項（教訓、メッセージ）を設けた。これら２４事例の教訓、メッセージ

を大別すると、産学連携関連（９件）、知財戦略関係（７件）、研究関連（４件）、ベン

チャ関連（４件）のようになる。 
 
「

士が、コミュニケーションを良くし、ロイヤリティの取り扱いに至るまで可能な限り

曖昧性を排除し、またゴールならびにリスクの認識を共有すべきであると主張している。

 
 
知
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ことに加え、研究成果を特許出願で保護する姿勢が重要であると説いている。また、論

文発表の前に特許出願を済ませておくことが重要であり、あくまでも新規性喪失の例外

規定である特許法第３０条に依存することのない特許出願を示唆している。 
研究の成果が産業界でうまく活用されるためには、大学の研究であってもその実用化

タ

国の事情についても、調査した内容を簡略的に記すことにする。 
１ に技術移転プロ

入に目を向けると、コロンビア大学、カリフォルニア大学、ニューヨー

ク

たところ、数多くの大

学

）、ＭＩＴ（４８４件）、

カ

 

関

、また、各事例を読み、更に

は

ンが大切である

と

ーゲットを明確にし、基本特許のみならずその周辺特許にも配慮し、また特許の存在

をビジネスにどのように組み込んでいくかの工夫を含む、知財戦略的思考の重要性が述

べられている。 
  
米

９８０年に成立したバイ・ドール法をきっかけとして、数多くの大学

グラムが導入された。しかし、その人的規模はこじんまりしたものが多く、スタッフ数

はフルタイム人員換算で数人からせいぜい一桁程度にとどまるところが多いようであ

る。なお、カリフォルニア大学は、ライセンス業務の従事者６２名、その他の業務従事

者７８名を含めると総勢１４０人と、全米最大規模を誇っているが、主なキャンパスだ

けでも１０箇所にあることを考えると当然ともいえる。（2002 AUTM Licensing 
Surveyより） 
ライセンス収

大学、スタンフォード大学、フロリダ州立大学、の順にライセンス収入が多いようで

ある。第１位であるコロンビア大学のライセンス収入は第２位のカリフォルニア大学の

ライセンス収入のほぼ２倍程度となり大きく引き離している。 
ライセンス収入におけるランニングロイヤリティの比率を求め

はランニングロイヤリティを基本としているようである。 
発明の届出書件数については、カリフォルニア大学（９７３件

リフォルニア工科大学（４０３件）の順に多い。出願件数比率を見ると、発明の届出

書件数の５０～６０％あるいはそれ以下に、出願すべき件数を設定しているようである。

日本でも同じような状況であったが、米国ではバイオ関連の発明がかなり高い。軍事

連費用を除くと、連邦政府の研究開発投資がこの分野に集まっていることがその理由

である。収入の多くは数少ない発明からもたらされており、分野的にはバイオ関連の比

率が高い。それ以外の収入としては、必ずしも特許化することは必要でない、コンピュ

ータ・ソフトウェアからもたらされているようである。 
今回の研究に際し、幾つかの大学を訪問して意見を伺い

幾つかの国内外の資料に目を通して幾つか感じるところがあった。 
すなわち、大阪大学の事例で、産学における相互のコミュニケーショ

の指摘があるが、相互に信頼関係を築くことは最も重要な要素の一つである。大学は

秘密情報の管理に気を配り、また、時間感覚を同じくし所定の期間内に成果を出すよう

に努めることがこれまで以上に求められる。また、産官学連携の当事者・関係者が共同
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研究などの共同作業に対して興味と強い熱意を有しているか否かもその成果に大きく

関わってくる。 
また、他の事例でもふれられていたが、産学の当事者が産学連携を進めるに当たって、

当初から把握できる問題、あるいは将来起こることが予期されるような事項については

可能な限り前もって取り決めておくことが、その後の信頼関係を維持する意味でも、重

要である。但し、過剰に細部にとらわれるとまとまるものもまとまらないことも多々あ

り、両者の信頼関係に立脚した、妥協できるところは妥協するなど、の相手方の立場に

配慮したバランス感覚が必要であろう。 
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